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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
目地部を介して設けられた左右の建物の一方の目地部側の外側あるいは内側部位の躯体に
、先端部が水平方向に回動できるようにヒンジ部材を介して後端部が取付けられた内側パ
ネルと、この内側パネルの外側面に左右方向へスライド移動可能に取付けられた先端部の
内側面が傾斜面の外側パネルと、この外側パネルの先端部と対応する部位の、前記左右の
建物の他方の目地部側の外側あるいは内側部位の躯体に取付けられた、該外側パネルの傾
斜面と当接する傾斜面を有する案内パネルと、前記外側パネルの先端部を常時前記案内パ
ネルに当接するように付勢するスプリングを備える付勢装置とからなることを特徴とする
壁面用目地装置。
【請求項２】
目地部を介して設けられた左右の建物の一方の目地部側の外側あるいは内側部位の躯体に
、先端部が水平方向に回動できるようにヒンジ部材を介して後端部が取付けられた内側パ
ネルと、この内側パネルの底面に取付けられた床面上を移動するローラと、前記内側パネ
ルの外側面に取付けられた複数個の水平方向のガイドレールにスライド移動可能に取付け
られた先端部の内側面が傾斜面の外側パネルと、この外側パネルの先端部と対応する部位
の、前記左右の建物の他方の目地部側の外側あるいは内側部位の躯体に取付けられた、該
外側パネルの傾斜面と当接する傾斜面を有する案内パネルと、前記外側パネルの先端部を
常時前記案内パネルに当接するように付勢するワイヤーにスプリングを介装した付勢装置
とからなることを特徴とする壁面用目地装置。
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【請求項３】
目地部を介して設けられた左右の建物の一方の目地部側の外側あるいは内側部位の躯体に
、先端部が水平方向に回動できるようにヒンジ部材を介して後端部が取付けられた内側パ
ネルと、この内側パネルの外側面に左右方向へスライド移動可能に取付けられた先端部の
内側面が傾斜面の外側パネルと、この外側パネルの先端部と対応する部位の、前記左右の
建物の他方の目地部側の外側あるいは内側部位の躯体に取付けられた、該外側パネルの傾
斜面と当接する傾斜面を有する案内パネルと、前記外側パネルの先端部を常時前記案内パ
ネルに当接するように付勢するスプリングを備える付勢装置と、前記内側パネルを常時前
記案内パネルに当接するように付勢するスプリングを備える内側パネル付勢装置とからな
ることを特徴とする壁面用目地装置。
【請求項４】
目地部を介して設けられた左右の建物の一方の目地部側の外側あるいは内側部位の躯体に
、内側面が傾斜面となる先端部が水平方向に回動できるようにヒンジ部材を介して後端部
が取付けられた外側パネルと、この外側パネルの内側面に左右方向へスライド移動可能に
取付けられた先端部の内側面が傾斜面の内側パネルと、この内側パネルの先端部および前
記外側パネルの先端部と対応する部位の、前記左右の建物の他方の目地部側の外側あるい
は内側部位の躯体に取付けられた、該外側パネルの傾斜面と当接する傾斜面を有する案内
パネルと、前記内側パネルの先端部を常時前記案内パネルに当接するように付勢するスプ
リングを備える付勢装置と、前記内側パネルを常時前記案内パネルに当接するように付勢
するスプリングを備える内側パネル付勢装置とからなることを特徴とする壁面用目地装置
。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は目地部を介して設けられた左右の建物の外壁面あるいは内壁面部間の目地部を
覆う壁面用目地装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のこの種の壁面用目地装置は、目地部を介して建てられた左右の建物の目地部側の
対向する部位の躯体に、ヒンジ部材を介して両端部が取付けられた伸縮可能な４等分部位
に枢支部を有するリンク機構を用いた所定間隔で少なくとも２個以上の中央維持機構と、
前記ヒンジ部材の可動部材に後端部が固定された、前記目地部のほぼ４分の１の部分を覆
う先端部が順次後方へ突出するガイド片を有する一対の固定目地カバーと、この一対の固
定目地カバー間の隙間を覆う両側部に、該一対の固定目地カバーのガイド片によって前方
へ押し出されるガイド部が形成された中央目地カバーと、この中央目地カバーを前方へ突
出可能に前記中央維持機構の中央枢支部にそれぞれ枢支するとともに、常時該中央維持機
構側に付勢する中央目地カバー支持機構と、前記中央維持機構の中央枢支部と両端部との
間の中間部枢支部に取付け具を介してそれぞれ取付けられた、前記一対の固定目地カバー
と前記中央目地カバーとの間の開放が可能に覆う一対の中間支持目地カバーとで構成され
ている。
【０００３】
　このため、左右の建物の異なる前後左右方向の揺れ動きを吸収することができるが、構
造が複雑で、コスト高になるという欠点があった。
【特許文献１】特許第３３８８７１７号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は以上のような従来の欠点に鑑み、構造が簡単で、容易に設置することができる
とともに、左右の建物が異なる前後左右方向に揺れ動いても、その揺れ動きを吸収して、
確実に元の状態に自動的に戻すことができる壁面用目地装置を提供することを目的として
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いる。
【０００５】
　本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な特徴は次の説明を添付図面と照らし合わ
せて読むと、より完全に明らかになるであろう。
　ただし、図面はもっぱら解説のためのものであって、本発明の技術的範囲を限定するも
のではない。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明は目地部を介して設けられた左右の建物の一方の目
地部側の外側あるいは内側部位の躯体に、先端部が水平方向に回動できるようにヒンジ部
材を介して後端部が取付けられた内側パネルと、この内側パネルの外側面に左右方向へス
ライド移動可能に取付けられた先端部の内側面が傾斜面の外側パネルと、この外側パネル
の先端部と対応する部位の、前記左右の建物の他方の目地部側の外側あるいは内側部位の
躯体に取付けられた、該外側パネルの傾斜面と当接する傾斜面を有する案内パネルと、前
記外側パネルの先端部を常時前記案内パネルに当接するように付勢するスプリングを備え
る付勢装置とで壁面用目地装置を構成している。
【発明の効果】
【０００７】
　以上の説明から明らかなように、本発明にあっては次に列挙する効果が得られる。
【０００８】
（１）一方の目地部側の外側あるいは内側部位の躯体に先端部が水平方向に回動できるよ
うにヒンジ部材を介して後端部が取付けられた内側パネルと、この内側パネルの外側面に
左右方向へスライド移動可能に取付けられた先端部の内側面が傾斜面の外側パネルと、こ
の外側パネルの先端部と対応する部位の左右の建物の他方の目地部側の外側あるいは内側
部位の躯体に取付けられた外側パネルの傾斜面と当接する傾斜面を有する案内パネルと、
外側パネルの先端部を常時前記案内パネルに当接するように付勢するスプリングを備える
付勢装置とで構成されているので、目地部を内側パネル、外側パネル、案内パネルで覆っ
ているので、構造が簡単で、容易に設置することができる。
【０００９】
（２）前記（１）によって、目地部が狭くなると外側パネルが案内パネルの傾斜面に沿う
外方へ突出するように案内されて、その揺れ動きを吸収することができる。
【００１０】
（３）前記（１）によって、目地部が広くなると外側パネルが付勢杆によって内側パネル
よりスライド移動して、目地部に隙間が生じないよう覆うことができる。
【００１１】
（４）前記（１）によって、外側パネルの先端部を常時案内パネルに当接するように付勢
するスプリングを備える付勢杆によって、目地部が広くなったり、狭くなる揺れ動きが生
じた場合には、目地部に隙間が生じないように外側パネルを移動させることができるとと
もに、揺れ動きが停止した場合には自動的に元の状態へ戻すことができる。
【００１２】
（５）前記（１）によって、左右の建物が異なる前後方向に揺れ動いても、内側パネルの
先端部が水平方向に回動して、その揺れ動きを吸収することができる。
【００１３】
（６）請求項２も前記（１）～（５）と同様な効果が得られる。
【００１４】
（７）請求項３、４も前記（１）～（５）と同様な効果が得られるとともに、目地部が狭
くなる揺れ動き時にも内側パネル付勢装置によって、内側パネルを案内パネルに当接する
ように付勢でき、内側パネルと外側パネルのバタツキを確実に防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
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　以下、図面に示す本発明を実施するための最良の形態により、本発明を詳細に説明する
。
【００１６】
　図１ないし図１１に示す本発明を実施するための最良の第１の形態において、１は目地
部２を介して設けられた左右の建物３、３の外側部位の壁面間を覆う本発明の壁面用目地
装置で、この壁面用目地装置１は前記左右の建物３、３の一方の目地部側の内側部位の躯
体３ａに先端部が水平方向に回動できるようにヒンジ部材４を介して後端部が取付けられ
た内側パネル５と、この内側パネル５の外側面に左右方向へスライド移動可能に取付けら
れた先端部の内側面が傾斜面６の外側パネル７と、この外側パネル７の先端部と対応する
部位の前記左右の建物３、３の他方の目地部側の内側部位の躯体３ａに取付けられた、該
外側パネル７の傾斜面６と当接する傾斜面８を有する案内パネル９と、前記外側パネル７
の先端部を常時前記案内パネル９に当接するように付勢するスプリング１０を備える付勢
装置１１と、前記前記内側パネル５を常時前記案内パネル９に当接するように付勢するス
プリング１０を備える内側パネル付勢装置４２とで構成されている。
【００１７】
　前記内側パネル５は図４に示すように、外側面に前記ヒンジ部材４が取付けられる支柱
１２と、この支柱１２の内側面の上下部の内側部位に溶接等によって固定されたコ字状の
フレーム１３と、このフレーム１３間に所定間隔で配置された複数個の補強バー１４、１
４、１４と、前記フレーム１３の前面部を覆う内側カバー板１５と、前記補強バー１４、
１４、１４に固定されたリップミゾ形鋼形状のガイドレール１６、１６、１６とで構成さ
れている。
【００１８】
　前記外側パネル７は図５に示すように、複数個の補強バー１７、１７、１７が取付けら
れた枠状の外側フレーム１８と、この外側フレーム１８の前面を覆うように取付けられた
外側カバー板１９と、前記外側フレーム１８の補強バー１７、１７、１７の内側面に取付
けられた前記ガイドレール１６、１６、１６に案内されて転動する複数個のローラ２０、
２０、２０と、前記外側フレーム１８の先端部に溶接等によって固定された内側面が傾斜
面６となるカギ状の先端部材２１とで構成されている。
【００１９】
　前記案内パネル９は図６に示すように、複数本のビス２２等によって他方の目地部側の
内側部位の躯体３ａに固定される板状の案内パネル本体２３と、この案内パネル本体２３
の先端部よりほぼ４５度曲げられて傾斜面８となるように一体形成された案内片２４と、
この案内片２４の先端部よりほぼ４５度曲げられた端部案内片２５とで構成されている。
【００２０】
　前記付勢装置１１は一端部が前記外側パネル７の先端部材２１に固定され、他端部が該
固定部と対応する前記案内パネル９の案内片２４に形成された貫通孔２６を通過してガイ
ドローラ２７を介して下方へ導かれるワイヤー２８と、このワイヤー２８の他端部に取付
けられた他端部が、前記案内パネル９の下部寄りの部位に固定金具２９で取付けられる常
時前記ワイヤー２８に所定の付勢力を付与するスプリング１０とで構成されている。
　また、前記内側パネル付勢装置４２は前記内側パネル５にほぼ水平状態で固定されたス
ライドバー４３にスライド移動可能に取付けられたスライダー４４にワイヤー２８の一端
部が取付けられ前記案内パネル９の案内片２４に形成された貫通孔２６Aを通過してガイ
ドローラ２７を介して下方へ導かれスプリング１０を介して前記案内パネル９の下部寄り
の部位に固定金具２９で取付けられたものが使用されている。
【００２１】
　上記構成の壁面用目地装置１は通常時には図１ないし図３に示すように、目地部２は内
側パネル５の支柱１２、外側パネル７および案内パネル９で覆われた状態で、かつ付勢装
置１１のスプリング１０によって外側パネル７の先端部が案内パネル９の案内片２４へ所
定の付勢力で付勢された状態となっている。
　地震等によって左右の建物３、３が異なる左右方向に揺れ動いて目地部２が狭くなると
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、図７に示すように付勢装置１１のスプリング１０の付勢力に抗して、外側パネル７は案
内パネル９の案内片２４にガイドされて外方へ突出して、その揺れ動きを吸収し、揺れ動
きが停止すると付勢装置１１のスプリング１０の付勢力によって、元の状態へ自動的に戻
る。
　目地部２が広くなると図８に示すように、付勢装置１１のスプリング１０の付勢力によ
って外側パネル７は内側パネル５より突出するようにスライド移動して目地部２を覆うよ
うに作動してその揺れ動きを吸収し、揺れ動きが停止すると案内パネル９の案内片２４で
外側パネル７を押し圧して元の状態へ自動的に戻す。
　左右の建物３、３が異なる前後方向に揺れ動いた場合には、図９に示すように内側パネ
ル５がヒンジ部材４を支点に先端部が水平方向に回動して、その揺れ動きを吸収するとと
もに、この状態で目地部２が狭くなると図１０に示すように作動し、目地部２が広くなる
と図１１に示すように作動して、その揺れ動きを吸収し、自動的に元の状態へ戻すことが
できる。
[発明を実施するための異なる形態]
【００２２】
　次に、図１２ないし図３４に示す本発明を実施するための異なる形態につき説明する。
なお、これらの本発明を実施するための異なる形態の説明に当って、前記本発明を実施す
るための最良の第１の形態と同一構成部分には同一符号を付して重複する説明を省略する
。
【００２３】
　図１２ないし図１４に示す本発明を実施するための第２の形態において、前記本発明を
実施するための最良の第１の形態と主に異なる点は、常時巻き込み方向にスプリング１０
Ａで付勢されたドラム３０にワイヤー２８の他端部を固定したワイヤー巻込み機構３１を
用いた付勢装置１１Ａと、他方の建物３の目地部側部位の躯体３ａに取付けることができ
る案内パネル９Ａを用いた点で、このような付勢装置１１Ａと案内パネル９Ａとを用いて
構成した壁面用目地装置１Ａにしても前記本発明を実施するための最良の第１の形態と同
様な作用効果が得られる。
【００２４】
　図１５ないし図１７に示す本発明を実施するための第３の形態において、前記本発明を
実施するための最良の第１の形態と主に異なる点は、ワイヤー２８の一端部を案内パネル
９の案内片２４に固定するとともに、該固定部と対応する部位の先端部材２１に形成した
貫通孔３２を通過させ、内側パネル５の支柱１２に取付けたガイドローラ２７を介してワ
イヤー２８の他端部をスプリング１０に取付けた付勢装置１１Ｂを用いた点で、このよう
な付勢装置１１Ｂを用いて構成した壁面用目地装置１Ｂにしても、前記本発明を実施する
ための最良の第１の形態と同様な作用効果が得られる。
　なお、本発明を実施するための形態では内側パネル５の支柱１２内にガイドローラ２７
を介してワイヤー２８の他端部をスプリング１０に取付けた付勢装置１１Ｂを設けたもの
について説明したが、これに限らず、支柱１２の内側面にワイヤー２８を導くガイドロー
ラ２７を介して該支柱１２の内側面にスプリング１０に取付けた付勢装置１１Ｂを設けて
も良い。
【００２５】
　図１８ないし図２０に示す本発明を実施するための第４の形態において、前記本発明を
実施するための最良の第１の形態と主に異なる点は、内側パネル５の上下部にチャンネル
状の外側パネル７をスライド移動可能に支持するガイドレール３３、３３を固定した点で
、このように構成した壁面用目地装置１Ｃにしても、前記本発明を実施するための最良の
第１の形態と同様な作用効果が得られる。
【００２６】
　図２１ないし図２３に示す本発明を実施するための第５の形態において、前記本発明を
実施するための第４の形態と主に異なる点は、下部ガイドレール３３の底面に床面３４上
を転動するローラ３５、３５を取付けるとともに、一端部が外側パネル７の先端部材２１
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に枢支ピン３６で枢支され、他端部が内側パネル５の支柱１２に枢支ピン３７で枢支され
たパンタグラフ形状の伸縮リンク３８、この伸縮リンク３８の内側パネル５の支柱１２側
のハの字状のバー部材３８ａ、３８ａと一体形成された遊端部が支柱１２に固定されたガ
イドレール３９にガイドされて移動する支持アーム４０、４０とからなる少なくとも２個
以上の伸縮機構４１、４１を用いて外側パネル７を支持できるようにした点で、このよう
に構成した壁面用目地装置１Ｄにしても、前記本発明を実施するための第４の形態と同様
な作用効果が得られる。
【００２７】
　図２４ないし図２６に示す本発明を実施するための第６の形態において、前記本発明を
実施するための最良の第１の形態と主に異なる点は、内側パネル付勢装置を使用しない構
成にした点で、このように構成した壁面用目地装置１Eにしても、前記本発明を実施する
ための最良の第１の形態と同様な作用効果が得られる。
【００２８】
　図２７ないし図３１に示す本発明を実施するための第７の形態において、前記
本発明を実施するための最良の第１の形態と主に異なる点は、左右の建物３、３の一方の
目地部側の内側部位の躯体３ａに、内側面が傾斜面７ａとなる先端部が水平方向に回動で
きるようにヒンジ部材４を介して後端部が取付けられた外側パネル７Aと、この外側パネ
ル７Aの内側面に左右方向へスライド移動可能に取付けられた先端部の内側面が傾斜面６
の内側パネル５Ａとを用い、内側パネル５Ａの先端部を常時案内パネル９Ｂに当接するよ
うに付勢する付勢装置１１および内側パネル付勢装置４２とを用いた点で、このように構
成した壁面用目地装置１Ｆにしても、前記本発明を実施するための最良の第１の形態と同
様な作用効果が得られる。
【００２９】
　図３２ないし図３４に示す本発明を実施するための第８の形態において、前記
本発明を実施するための最良の第１の形態と主に異なる点は、左右の建物３、３の外側部
位を覆えるように、左右の建物３、３の一方の目地部側の外側部位の躯体３ａに先端部が
水平方向に回動できるようにヒンジ部材４を介して後端部が取付けられた内側パネル５と
、外側パネル７の先端部と対応する部位の左右の建物３、３の他方の目地部側の外側部位
の躯体３ａに取付けられた、該外側パネル７の傾斜面６と当接する傾斜面８を有する案内
パネル９と、内側パネル５の内側への雨水の浸入を阻止できるように左右の建物３、３の
外側寄りの躯体３ａと案内パネル９の後部寄りの部位にU字状あるいは波状に配置される
ように両端部が取付けられた止水シート４５とを用いた点で、このように構成した壁面用
目地装置１Gにしても、前記本発明を実施するための最良の第１の形態と同様な作用効果
が得られる。
【産業上の利用可能性】
【００３０】
　本発明は壁面用目地装置を製造する産業で利用される。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明を実施するための最良の第１の形態の正面図。
【図２】本発明を実施するための最良の第１の形態の背面図。
【図３】図１の３－３線に沿う断面図。
【図４】本発明を実施するための最良の第１の形態の内側パネルの説明図。
【図５】本発明を実施するための最良の第１の形態の外側パネルの説明図。
【図６】本発明を実施するための最良の第１の形態の案内パネルの説明図。
【図７】本発明を実施するための最良の第１の形態の目地部が狭くなった動作説明図。
【図８】本発明を実施するための最良の第１の形態の目地部が広くなった動作説明図。
【図９】本発明を実施するための最良の第１の形態の異なる前後方向の動作説明図。
【図１０】本発明を実施するための最良の第１の形態の異なる前後方向で目地部が狭くな
る動作説明図。
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【図１１】本発明を実施するための最良の第１の形態の異なる前後方向で目地部が広くな
る動作説明図。
【図１２】本発明を実施するための第２の形態の正面図。
【図１３】本発明を実施するための第２の形態の背面図。
【図１４】図１２の１４－１４線に沿う断面図。
【図１５】本発明を実施するための第３の形態の正面図。
【図１６】本発明を実施するための第３の形態の背面図。
【図１７】図１５の１７－１７線に沿う断面図。
【図１８】本発明を実施するための第４の形態の正面図。
【図１９】図１８の１９－１９線に沿う断面図。
【図２０】図１８の２０－２０線に沿う断面図。
【図２１】本発明を実施するための第５の形態の正面図。
【図２２】本発明を実施するための第５の形態の背面図。
【図２３】図２１の２３－２３線に沿う断面図。
【図２４】本発明を実施するための第６の形態の正面図。
【図２５】本発明を実施するための第６の形態の背面図。
【図２６】図２４の２６－２６線に沿う断面図。
【図２７】本発明を実施するための第７の形態の正面図。
【図２８】本発明を実施するための第７の形態の背面図。
【図２９】図２７の２９－２９線に沿う断面図。
【図３０】本発明を実施するための第７の形態の目地部が狭くなった動作説明図。
【図３１】本発明を実施するための第７の形態の目地部が広くなった動作説明図。
【図３２】本発明を実施するための第８の形態の正面図。
【図３３】本発明を実施するための第８の形態の背面図。
【図３４】図３２の３４－３４線に沿う断面図。
【符号の説明】
【００３２】
１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ、１E、１Ｆ、１G：壁面用目地装置、
２：目地部、　　　　　　　　　３：建物、
４：ヒンジ部材、　　　　　　　５、５Ａ：内側パネル、
６：傾斜面、　　　　　　　　　７、７Ａ：外側パネル、
８：傾斜面、　　　　　　　　　９、９Ａ、9Ｂ：案内パネル、
１０：スプリング、　　　　　　１１、１１Ａ、１１Ｂ：付勢装置、
１２：支柱、　　　　　　　　　１３：フレーム、
１４：補強バー、　　　　　　　１５：内側カバー板、
１６：ガイドレール、　　　　　１７：補強バー、
１８：外側フレーム、　　　　　１９：外側カバー板、
２０：ローラ、　　　　　　　　２１：先端部材、
２２：ビス、　　　　　　　　　２３：案内パネル本体、
２４：案内片、　　　　　　　　２５：端部案内片、
２６：貫通孔、　　　　　　　　２７：ガイドローラ、
２８：ワイヤー、　　　　　　　２９：固定金具、
３０：ドラム、　　　　　　　　３１：ワイヤー巻込み機構、
３２：貫通孔、　　　　　　　　３３：ガイドレール、
３４：床面、　　　　　　　　　３５：ローラ、
３６：枢支ピン、　　　　　　　３７：枢支ピン、
３８：伸縮リンク、　　　　　　３９：ガイドレース、
４０：支持アーム、　　　　　　４１：伸縮機構、
４２：内側パネル付勢装置、　　４３：スライドバー、
４４：スライダー、　　　　　　４５：止水シート。
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